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令和７年度 第４回文京区子ども・子育て会議及び 

文京区地域福祉推進協議会子ども・若者部会  議事録 

 

 日時 令和７年10月17日（金）午後６時30分から午後８時08分まで 

 場所 区議会第一委員会室（文京シビックセンター24階） 

 

＜会議次第＞ 

１ 開会 

２ 議題 

 （１） （仮称）若者計画（中間のまとめ）について 【資料第１号】 

 （２） （仮称）こどもの権利に関する条例の制定につ  

    いて 

  ア こどもの権利推進リーダーと文京区議会議員との 

    意見交換会の実施結果について        【資料第２－１号】 

  イ 文京区子育てフェスティバル2025におけるアンケ 

    ート等の結果について            【資料第２－２号】 

  ウ 今後のこどもの権利に関する意見聴取及び啓発に  

    ついて                   【資料第２－３号】 

  エ 今後のスケジュールについて         【資料第２－４号】 

３ その他 

４ 閉会 

 

＜地域福祉推進協議会子ども部会委員＞  

出席者 

遠藤 利彦 会長、髙橋 貴志 副会長、高櫻 綾子 委員、秋山 誉寛 委員、 

河合 直子 委員、原田 悠希 委員、大橋 久 委員、堀口 法子 委員、 

佐々木 妙子 委員、加藤 光喜 委員、木下 敏宏 委員、瀧田 巌陽 委員、 

篠塚 宏器 委員、石樵 さゆり 部会員、那須 晴吾 部会員、杉本 謙 様、 

杉山 直之 様、安藤 尚徳 様、礒﨑 奈保子 様、井利 由利 様 

 

欠席者 

乾 愛 委員、弘世 京子 委員、早川 真 委員、佐々木 万紀子 委員、 

髙橋 誉則 委員、秋葉 園江 委員、久保 知子 委員、稲村 紘志郎 部会員 

 

＜事務局＞ 

出席者 

多田子ども家庭部長、吉田教育推進部長、川﨑企画課長、篠原福祉政策課長、

永尾障害福祉課長、坂田生活福祉課長、鈴木子育て支援課長、  

富沢子ども施策推進担当課長、足立子ども施設担当課長、  

大戸子ども家庭支援センター所長、佐藤児童相談所副所長、 
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大塚保健サービスセンター所長、熱田教育総務課長、宮原学務課長、 

山岸教育指導課長、日比谷児童青少年課長、木内教育センター所長  

 

欠席者 

栗山児童相談所長、奥田幼児保育課長、新納児童相談援助担当課長  

 

＜傍聴者＞ 

２名 

 

 

子育て支援課長：皆様、こんばんは。 

  定刻になりましたので、まだ数名お見えいただいていませんが、定刻にな

りましたので、早速、会のほうを始めさせていただきます。 

  令和７年度第４回文京区子ども・子育て会議及び地域福祉推進協議会子ど

も・若者部会を開催いたします。 

  私、文京区子ども家庭部子育て支援課長、鈴木と申します。よろしくお願

いいたします。 

  まず、配付資料を確認させていただきます。 

  事前配付で、郵送またはメールで資料のほうを送らせていただいておりま

す。 

  次第。 

  それから、資料第１号として「（仮称）若者計画（中間のまとめ）」の冊子

のようになっているもの。 

  それから、資料第２－１号から第２－４号まで、これがこどもの権利条例

に関する資料となっております。資料第２号－１から２－４号まで。 

  それから、席上配付をさせていただいておりますのが、座席表となってお

ります。 

  それから、区報特集号。厚い紙になっております、区報特集号、こどもの

権利条例に関する特集号と、こちらもこどもの権利に関する「知ろう、守ろ

う、こどもの権利」というＡ４のチラシが１枚。席上には３種類、こちら全

てお持ち帰りいただけるものとなっております。  

  それから、閲覧用といたしまして、「文京区若者の生活と意識に関する調査

の報告書（全体版）」、白い紙で数十ページにわたったホチキス止めのもの、

調査報告書の全体版。 

  それから、子育て支援計画の令和７年度から令和11年度。それから、「子育

て支援に関するニーズ調査の報告書」、令和５年の３月に作成したものでご

ざいます。閲覧用については３種類置かせていただいております。 

  会場にお越しの方で、資料に不足がある場合は挙手でお知らせいただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

  続きまして、出欠状況をご報告させていただきます。  
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  今日の、席に置かせていただいた座席表の右下の枠囲みをご覧ください。

オンライン参加者は髙橋副会長、高櫻委員、秋山委員の３名となっておりま

す。欠席が乾委員、早川委員、髙橋委員、久保委員、それから民生児童委員

協議会の弘世委員、５名の欠席と、区側からは栗山児童相談所長、奥田幼児

保育課長、新納児童相談援助担当課長が公務のため欠席となっております。 

  それでは、始める前に何点か注意事項をさせていただきます。  

  この後、皆様がご発言をされる前に、初めに所属団体名とお名前をおっし

ゃってからご発言をいただきますようお願いいたします。また、会場にお越

しの委員でご発言をする際はお手元のマイクをご利用ください。ご発言の前

にお手元のボタンを押して、ランプが赤く点灯したことをご確認いただき、

また発言が終わりましたらもう一度ボタンを押してマイクの電源をお切りく

ださいますようお願いいたします。オンライン参加の方は、ご発言する際は

手を挙げて合図いただきますようお願いいたします。  

  それからもう一点、今回、記録用として写真を撮らせていただきます。何

か不都合な方はいらっしゃいますでしょうか。記録用ですとか、あとは区報

の特集号とかで使わせていただく場合があります。顔がそんなに写らないよ

うには撮らせていただくつもりではありますが、よろしいでしょうか。少し

遠目に撮りますので。じゃあ、ご協力ありがとうございます。 

  それでは、これより議事の進行は遠藤会長にお願いいたします。遠藤会

長、よろしくお願いいたします。 

遠藤会長：皆さん、こんばんは。多くの方、お仕事帰りの大変お疲れのところ

ご参加いただきまして、誠にありがとうございます。 

  ここ数日、大分秋らしくなってきたように感じていたんですが、今日、日

中25度、明日も25度の予報ということで、このままいきますと秋がとても短

くてすぐ冬になってしまいそうな気配でございますが、ご体調のほう、常に

くれぐれもお気をつけくださいますよう切にお祈り申し上げるところでござ

います。 

  さて、本日の会議は、次第のとおり議題が２件となります。会議時間につ

きましては 20時30分閉会を予定しておりますので、皆様、ご進行のほうのご

協力をお願いいたします。 

  それでは、一つ目の議題、(仮称）若者計画（中間のまとめ）について移っ

てまいりたいと思います。資料第１号をお手元にご準備ください。 

  前回の会議では、（仮称）若者計画の主要項目とその方向性に関する区の

検討案について議論し、今回はそれを基に各計画事業を含めた中間のまとめ

ということになります。 

  なお、質疑につきましては、前回同様、皆様の知見やお考えを計画に可能

な限り盛り込みたいと思いますので、具体的なご提案、あるいは方向性のご

提示などもしていただけますと大変ありがたく存じます。  

  それでは、（仮称）若者計画（中間のまとめ）について、鈴木子育て支援課

長よりご説明をお願いいたします。 
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子育て支援課長：子育て支援課長の鈴木です。資料第１号をご説明させていた

だきます。 

  まず、１ページ目をご覧ください。 

  これまで、第１回から第３回の子ども・子育て会議等におきまして第１章

から第４章までを作成してまいりました。本日は、これまでの変更点と、そ

れから第５章、計画の体系・計画事業を中心にご説明いたします。ページな

のですが、右下にＰとありますその右下のページでご案内させていただきま

す。 

  １枚おめくりいただきまして、２ページ目、Ａ４横の変更点一覧をご覧く

ださい。主なものをご説明いたします。子ども・子育て会議ですとか議会、

それから庁内での検討を踏まえて一部修正を行っております。  

  ページの欄に記載しているＰ９のところでございますけれども、第１章、

計画の目的につきましては、庁内での検討を基に文章を一部修正しておりま

す。９ページをおめくりください、右下のほうのページで９ページでござい

ます。第１章の「計画の目的」とありますが、皆様に郵送した後に庁内の検

討の中で修正した点がございます。真ん中辺り、「一方、生きづらさを」で始

まるところのそこから５行目のところ、「包括的・横断的な支援の整備」と

ありますが、これは「横断的」という３文字と「の整備」３文字を削除して

いただけますでしょうか。これは福祉部のほうから、全庁の区の中の進み具

合ですとかほかとの表記に合わせたということで今の合計６文字を削除させ

ていただいております。 

  またお戻りいただきまして、その２ページ目のＡ４横の変更点一覧をご覧

ください。ページの 27とあるところに、若者の生活意識に関する調査結果で

世帯収入という表が入っていなかったのですが、今回、議会の意見も踏まえ

て入れさせていただきました。 

  それから、その下、Ｐ29とあります「お金の不安や悩みのある費用」、住宅

費とか子どもの学習にかかる費用とか、そういった表も改めて追加をさせて

いただいております。 

  それから、この表の一番下、51ページ目からとなっている第５章について

は後ほどご説明いたしますが、新しくここの部分は追加をしております。  

  続きまして、９ページ目から50ページ目までにつきましては、これまでご

議論いただいた第１章から第４章となっておりますので、既にご審議済みの

ため説明のほうは割愛させていただきます。 51ページ目以降からが第５章と

なっております。ここからご説明させていただきます。  

  まず、53ページ目をご覧ください。ここから56ページ目までが、前回、第

４章として大項目、それから小項目のほうはご説明させていただいたところ

ですが、それにぶら下がる区の計画事業の一覧を掲載させていただいており

ます。大変見づらいのですが、計画事業のところの網かけになっているもの

については、各項目のうち特に重要と考える進行管理対象事業、特に重要と

区で考えている進行管理をする対象の事業となっております。  
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  また、計画事業名の右端に、例えば53ページの２番、ぶんきょうハッピー

ベイビー応援事業の保１－７－１、その下、保１－７－２とありますけれど

も、こちらにつきましては、その隣の P52の凡例にもありますけれども、

「地」の場合は地域福祉保健計画の推進計画、先ほどの「保」は保健医療計

画、そこに掲載されている事業というものでございます。１－７－１という

のがその保健医療計画の１－７－１と振っている事業となっております。  

  それでは、それがずっと54、55、56まで続いておりまして、 53から 56は見

出しですので、各計画事業の詳細は57ページ以降となっております。網かけ

をしている進行管理対象事業を中心にご説明をさせていただきます。 57ペー

ジをご覧ください。 

  大項目の１が「充実したライフデザインの支援」、こちらが19歳から39歳

全ての若者の皆様の生活向上を目的としたカテゴリーとなっております。そ

のうち小項目が二つありまして、一つ目が「理想のライフプランとワーク・

ライフ・バランスの実現」が全19事業となっております。進行管理の対象と

する事業を中心にご説明しますと、今の 57ページの一番下、１－１－４「文

の京若年者向け就職面接会」です。こちらは、おおむね39歳以下の求職者と

区内中小企業をつなぐ面接会を実施し、若年者の就労と企業の人材確保を支

援する事業でございます。 

  １枚おめくりいただきまして58ページ目をご覧ください。 

  １－１－６「ダイバーシティ推進事業」です。アンコンシャスバイアス、

無意識の偏見ですとかの解消やパートナーシップ宣誓制度の運用等を通じ

て、多様性と人権が尊重される、若者の皆様にとって暮らしやすい社会づく

りを進めてまいります。 

  ここでまた一つご説明ですが、ちょうどこのダイバーシティ推進事業のと

ころに４年間の計画事業量とあります。ここの事業のほか進行管理対象事業

を中心に、一部の事業でこの４年間の計画事業量を掲載しているものがあり

ます。４年間というのはこの若者計画が令和８から令和11なので４年間の計

画事業になります。８年度までしか記載がないものにつきましては、この事

業が地域福祉保健の福祉計画に記載されている事業になりますけれども、そ

の地域福祉保健の推進計画が令和６から８年度で終わる計画となっておりま

すので、まだそちらの計画に例えばこのダイバーシティ推進事業が８年度ま

での数値目標しか記載されておりませんので、ここでもそこを横引きさせて

いただいて８年度までの計画事業量を記載しているものでございます。この

後も同じような形になっております。 

  少し飛びまして63ページ目をご覧ください。小項目の２「健康とスポーツ

による生活の質の向上」は全14事業となっております。 

  まず、１－２－１、一番上、「健康づくり事業」、こちらは健康づくり教室

や講習会により運動習慣の定着と生活習慣病の予防を促し、主体的な健康管

理を後押しすることで若者の皆様のＱＯＬ向上に寄与いたします。 

  続いて、66ページをご覧ください。 
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  １－２－12「地域のスポーツ団体等との連携による事業展開」でございま

す。こちらは、各種スポーツ団体や企業、大学等と協働して体験教室や観戦

事業を実施し、若者の運動と交流のきっかけを広げてまいります。  

  お隣のページ、 67ページをご覧ください。ここからが大項目の二つ目、

「社会的自立への援助」ということで、こちらのカテゴリーは困難を抱える

若者の支援を目的としたカテゴリーとなっております。  

  小項目の１が「社会的孤立の予防と心理的支援」で、全14事業となってお

ります。そのすぐ下にあります、２－１－１「重層的支援体制整備事業（ぶ

んきょうチームでまるごと支援）」になりますが、分野横断の協働と質の高い

支援を包括的に提供できる体制を整備しまして、地域等と連携することで

8050問題やひきこもり等の早期把握と適切な支援につなげてまいります。 

  続いて、69ページをご覧ください。 

  上の２－１－７「ひきこもりの総合的な支援の推進」です。当事者や家族

への相談支援から、居場所、社会参加プログラム等を関係機関と連携して実

施し、孤立の防止と自立を後押しいたします。  

  続いて、72ページをご覧ください。ここからが小項目の二つ目「経済的自

立の支援」で、全７事業となっております。 

  一番上、２－２－１「生活困窮者への自立支援の推進」は、自立相談、住

居確保給付金、就労準備、居住・学習支援等を実施し、生活保護に至る前段

階で若年層の自立を包括的に支援いたします。  

  隣のページ、73ページをご覧ください。 

  ２－２－６「障害者就労支援の充実」でございます。障害者就労支援セン

ターを中心に就労相談や定着支援等を実施し、多様なニーズに応じた専門的

支援により障害のある若者の社会参加と自立を促進してまいります。  

  続いて、１枚おめくりいただきまして 74ページをご覧ください。最後の大

項目３です。「自己実現の機会づくり」で、こちらは若者の皆様のさらなる

成長ですとかステップアップを目的としたカテゴリーとなっております。  

  小項目一つ目が「学び直しとキャリア設計」で、全７事業となっておりま

す。 

  すぐその下、３－１－１「生涯学習推進事業」です。初心者向けから専門

性の高い講座まで多様なプログラムを展開して、キャリア形成を志す若者の

学びの基盤を支えてまいります。 

  続いて、75ページ、隣のページをご覧ください。  

  一番上の３－１－５「創業支援セミナー」です。創業希望者や創業後５年

未満を対象に、経営財務、人材育成等を学ぶセミナーを実施し、若者の起業

と事業の定着を支援いたします。 

  １枚おめくりいただきまして 76ページ、小項目の二つ目「社会参画と居場

所づくり」は全16事業となっております。 

  78ページをご覧ください。 

  こちらは進行管理対象事業ではありませんが、３－２－７「青少年の社会
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参加推進事業補助」、青少年の社会参加を推進する事業を実施するＮＰＯ等へ

の補助を行ってまいります。 

  隣のページ、79ページをご覧ください。 

  ３－２－12「ボランティア活動への支援」です。若者の皆様が地域でボラ

ンティアに参加しやすいよう、養成講座や体験機会を提供し、継続的な活動

と自立した団体づくりを支援いたします。 

  80ページまで、全77事業が区の若者計画に関連する計画事業となっており

ます。 

  このほか、ここに記載はないのですが、若者のアンケートを今年１月から

２月に取らせていただきました。７万人に調査をして１万4,000人の皆様にお

声をいただいたものでございますけれども、そのお声を生かした新たな若者

施策に関する事業の検討も今進めております。まだ検討段階ですので今回の

記載には間に合わなかったのですが、そういったものも今検討しておりまし

て、整い次第またお示しをいたします。  

  最後に、１ページ目にお戻りください。この紙の１枚目の一番下、今後の

策定スケジュール（予定）でございます。 

  この内容、中間のまとめという形で今日の子ども・子育て会議の皆様の意

見を基にもう一回、あと11月の議会でもご報告をして中間のまとめを完成さ

せます。その中間のまとめを基に12月にパブリックコメント、それから区民

説明会も２回ほど実施を予定しております。そのほか区報特集号も発行いた

します。そこで様々意見をいただきまして、年が明けた１月にこの子ども・

子育て会議、子ども・若者部会で最終案、２月にも議会報告、最終案をお示

しして若者計画を完成させて、３月策定の運びとなっております。 

  すみません。少し長くお時間をいただきましたが、説明は以上でございま

す。 

遠藤会長：子育て支援課長より、（仮称）若者計画（中間のまとめ）について、

特に５章の計画の体系・計画事業についてご説明いただきました。  

  初めに、本日ご出席いただいております青少年健康センター茗荷谷クラ

ブ、井利様からまずご意見を頂戴いたしまして、その後、会場にいらっしゃ

る委員の皆様、そしてオンラインでご出席の委員の皆様の順番でご発言をお

願いしたいと思います。 

  それでは、井利様、よろしくお願いいたします。 

井利委員：よろしくお願いいたします。青少年健康センター茗荷谷クラブの井

利と申します。いつもこういう席で発言させていただき、ありがたく思って

おります。よろしくお願いいたします。 

  私たちは、ひきこもりの若者の支援ということ、生きづらさを抱えた若者

の支援ということでやっておりまして、そういう中で、今後、若者支援を考

えていく中でやはり困難を抱えた若者の声を聞くことはとても大事だろうな

ということから発言させていただいているというところで、私の発言は現場

から見たことであって、そして一般論に近いものであるというふうにご理解
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いただければと思います。 

  まず、ここでお話ししたいのは、私たちがひきこもりの若者の支援を 2014

年からずっとやってきているわけですけれども、その中で課題として出てく

るのがやはり切れ目のない支援というところになります。中学卒業の 15歳と

か、それから子家センの支援が切れている18歳で若者の支援が途切れてしま

って、その後どこにも行き場のない若者たち、どこに相談していいか分から

ない若者たちがたくさんいるということをずっと訴えてきました。そうした

中で徐々にそういったことが、例えばひきこもりの長期化を生んだりとか、

あるいは私たちのデータによっても不登校経験の 61％の方が実際相談とか居

場所に来ているという状況ですので、そういったところがあるのでそこのつ

なぎの部分、切れ目のない支援をどういうふうにしていくかというところ

で、今回の支援計画とか計画とかを一緒に読ませていただいているわけです

けれども、やはりその縦串にどういうところを入れていくか、特に教育機関

との連携とか、それからつなぎの部分ということ、そういったところをこど

もの権利といった横串を刺すことである程度ご理解を得られて進んでいくの

ではないかなというふうな今希望を持っております。子どもは権利の主体で

あり、そして子どもの最善の利益を守る、そして 12条にありますように意見

表明権、子どもの話を聞くということをやっていくということがやはりこの

つなぎの部分といったものを推進していくのに非常に横串になっていくのか

なと思って、こどもの権利に関して大変期待しているところでございます。  

  あと、自殺の問題も非常に大きいというところですので、逆境体験という

んですけれども、ＤＶだったりとか虐待とか子どもの頃にそういったことを

経験している方は非常に希死念慮が強くて自殺未遂とか自殺企図に至るこう

切れ目のない支援の充実といったものが必要だというところがこの計画に表

れている部分かなというふうに思っております。  

  もう一つ、２番目の課題としてはやはり若者の孤立化の問題があるかなと

思います。実は非常に孤立化している若者が多いというところで、例えば障

害があるとか生活が苦しいとかそういった困り事別ではなくて、若者全て、

若者を包括的に支援していくというところが非常に大事になってきて、その

点では、今こちらの計画表でもありましたけれども、重層的支援体制整備事

業といったまるごと支援するといったところで年齢で分けたりとか困り事の

個別のもので分けないというところ、そういったところが今後充実してくれ

ばというふうに思っています。今現在、ひきこもり支援相談センターとか、

あと基幹さんのやっているあんしん拠点、それから障害者就労支援センタ

ー、それから社会福祉協議会、特に地域福祉コーディネーターの方によるネ

ットワーク形成とか、そういったことの連携をしていくということが非常に

若者支援という意味では大事だなというふうに思っております。 

  もう一つ、若者の居場所づくりといった、孤独・孤立を抱えている若者が

非常に多いということと、例えば家で引き籠もってしまっている若者ももち

ろんいますし、そうでなくてもただ会社と家を往復しているだけ、どこにも



9 

遊び場がない、そして遊ぶ場所もない、友達もいないというふうな孤独感・

孤立感を抱えた若者が非常に多くいるというところで、若者のサードプレイ

スといったものが必要なのかなというふうに思っております。これについて

は、どういった場所をつくればいいのかとか、かなりまだまだ今後議論をし

ていく部分かなというふうには思っているんですけれども、一つそれの参考

として、今私たちがやっている「ゆったりカフェレオン」というのを茗荷谷

クラブで実行しているんですけれども、こちらのほうは月曜日の夜６時から

８時の時間帯で、月曜の夜、月１か月２といった形でやらせていただいてお

ります。こちらのカフェレオンなのですけれども、文京区の方というわけで

はなくて全国から来ているんですけれども、平均、大体16名が夜集まってく

るかなと思って、多いときは 20名以上というときもあるのですけれども、こ

の間９月29日にカフェレオンをやったときの様子とかを少しお話しさせてい

ただこうかなと思いました。 

  こちらはコーヒー代 500円、文京区の方は 300円なのですけど、誰でもが来

られるという場所で、もちろん文京区の方以外の方も来ているということ

で、16名のうち、茗荷谷クラブがつくった居場所なのでクラブ関係者は12人

なのですね。それ以外の方、外部の方が４名、この間、全部で 16名来ていた

んですけれども、一例として示すだけなのですけれども、その中で文京区の

方は４名です。１名の方は生活福祉課の方に最初に連れてきていただいて、

そしてここにつながったという方とか、あとは、こういう人がいるんだけど

ここに来てみないかと思ってあんしん拠点のスタッフの方が一緒に来てくれ

たりしています。 

  こういった居場所というのはほかのところにもたくさんありまして、例え

ば川崎のほうで、横浜市ですかね、月１回のＮＰＯ法人パノラマというとこ

ろがやっている「汽水」という場所があるんですけど、汽水というのは汽車

の汽に水という字を書くのですけれども、月１回、７時半から２時間程度や

っているというところがあります。こちらはすごくいいところだなというふ

うには思ったんですけれども、若者たちが集まってくる居場所として夜やっ

ていたんですが、この間ホームページを開こうと思って開いたら今やってい

なくて、あれ、どうしてやっていないのかなと思ったんですけれども、たく

さんの若者たちがそういった場所に来ているという、こちら月１回程度の場

所というところがあります。 

  あと、ＮＰＯ法人育て上げネット、こちらは私たちも非常に仲よくさせて

いただいているＮＰＯ法人なのですけれども、こちらで夜のユースセンター

という居場所をやっておりまして、こちらは６時から９時、週１回、土曜日

にやっていて、ここは非常に若者がたくさん来ていますね。というのは、お

弁当を出すんですね、ただで。お弁当がいっぱい置いてあって、それを食べ

に来るだけの若者もいてというところで、あとはトー横系の若者というかそ

ういった若者も多くて、10代の方が割と中心になっているかなというところ

があります。 
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  こういったいろんな居場所があるので、どういうところがこの文京区に合

っているのかとか、そういったことを考えながらそういったところをつくっ

ていければいいかなというふうに今考えているところではありますが。なの

で、孤立や孤独な若者を対象とするといった場合に、家に引き籠もっている

無職の人だけではなくて、会社には行っているが友人もいなくて孤独感を抱

えている人というところがあるかなと思います。そういった若者たちにどう

やってこういう場所があるよと、知らせていくのか、あるいはどういう場所

をつくるのかというのは非常に大きな問題で、月１程度の場所とか、あるい

は週１とかもっと日常的にやっている場所とかいろんな場所があるんですけ

れども、そういったところのメリット、デメリットもかなりあるかなという

ふうに思っております。頻度の高い居場所だと日常の一部みたいな感じにな

って関係の構築をつくりやすかったり、役割を取ると自分が変わっていく可

能性もありますけれども、デメリットとしては常連ができてしまったりとか

いろんなトラブルが発生しやすい、それから役割の固定化とかが出てくると

いったところがあるので、こちらをどういうふうに考えていくかというのは

なかなか難しいなというふうに思っております。 

  居場所の開催の頻度についてですが、カフェレオンの状況とか若者たちの

声を聞いておりますと、10代の子たちみたいにわーわーと日常的に会う場よ

りは、静かにいられたりとか特別な日みたいな感じで来たいなという形で、

そんなに人間関係を、密にやりたい気持ちはあるんですけれども、でも非常

に怖いのでなかなかそういう居場所には行けないんじゃないかなということ

もあります。緩やかな月１程度のところから始めていくのもいいのかなとい

うようなことも私たちのほうでは思っているところであります。 

  以上になります。ありがとうございました。  

遠藤会長：たくさんの情報の提供も含めまして、貴重なご意見、誠にありがと

うございました。 

  続きまして、会場にいらっしゃる委員の皆様からまずご意見をいただけれ

ばと思います。ご質問も含めましてよろしくお願いいたします。  

  どうぞ。 

原田委員：区民委員の原田と申します。どうぞよろしくお願いします。 

  最後のご説明で、これから足される事業もある、調整中だという話もあっ

たので、多分今日お答えいただけないと思いながらお聞きをする点、申し訳

ありません。 

  ５章のところと、これまでの調査いただいた結果とを比べながら、調査結

果において足りないと言われている中でどんな事業がないかという視点で見

させていただきました。その中で１点、右下のページ番号だと 30ページのと

ころの「国や自治体に求める結婚支援、パートナーシップに関する支援」と

いう調査がありまして、こちらを見ると「住まいや暮らしへの経済的支

援」、住宅価格も高くなっているかなと思いますしそういうところとか、

「出会いの場の提供」、東京都も事業を始めたりしているみたいですけど、何
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かそういうようなことがあります。現状載っているものが既存の事業だから

かもしれないんですが、お子さんが生まれてからの事業が多いかなという気

もいたしますところ、そういったところ、住みやすくなったり家庭を持ちや

すくなったりするようなところのその支援というのがあったらいいなという

のが、多分お答えいただけないと思って感想としてお伝えをさせていただく

というのが一つです。 

  もう一つ、同じような視点で恐縮なのですが、 76ページの３－２－３に

「町会・自治会の加入促進・担い手確保」というのがありまして、こちらも

社会参画と居場所づくりのところにありますが、社会的孤立の予防とかそう

いったところでも重要なのかなというふうに思っていまして、多分ずっと言

われていることかなと思います。この点については、事前のデータのほうが

逆にないかなと思いまして、どれぐらいの加入率なのかとか、あと若い人が

どれぐらい入っていらっしゃらないのかとか、そういったところで望ましく

は若い方にこれぐらい入ってもらえるように努力したいですとか、そういっ

たことがあるともしかしたらよいのかなというふうに思いました。多分こち

らもすぐには難しいかなと思いますので、一応、議事録を残す意味でも発言

だけさせていただいた次第です。 

  以上です。 

遠藤会長：ありがとうございます。 

  よろしくお願いいたします。 

子育て支援課長：ご質問、ご意見、ありがとうございます。 

  一つ目の、まだ実は庁内の中で若者の皆様の意見をいただいてどんなこと

ができるかというのは今検討中でございます。ただ、今、原田委員のほうか

らご指摘いただいた 30ページの内容ですとか、ほかで言うと例えば 40ページ

では居場所に必要なことなんていうご質問も幾つかいただいています。それ

から、隣のページは社会参加活動に関するアンケート結果も出ておりますの

で、こういったところから分析をして、ただ、当然１万4,000人の皆様のお声

で全てできるわけじゃないので、この中から何かできることはないかという

のを今探しているところでございます。次回にはお示しができればなという

ふうに思っています。 

  もう一つのほうの76ページの町会の加入率の部分ですが、正確な数字は把

握していないんですが、たしか 60％とかそれぐらいで推移をしているんです

が、若い世代で何％入っているかとか、そこはたしか区は把握をしていなか

ったと思いますので、今回いただいた意見のほうは、所管が区民部になりま

すがそこにも伝えて、あとはここの計画の中に、今ほかの小項目にもぶら下

がることができるんじゃないかという意見もいただいたかと思いますけれど

も、そこについても改めて検討していきたいというふうに考えております。

ありがとうございます。 

遠藤会長：ありがとうございました。 

  ほかにいかがでございましょうか。 
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  じゃあ、河合委員、よろしくお願いいたします。 

河合委員：公募区民の河合でございます。私からは３点ほど質問をしたいと思

います。 

  まず一つ目は58ページ目のダイバーシティなのですけれども、これは 

面白いなと思ったんですが、文京区パートナーシップ宣誓制度というのは、具

体的に宣誓をして何がどうなるのか、興味がありますので教えていただきた

いと思います。 

  もう一つは66ページのスポーツ振興イベントということで、ボルダリング

をしたりですとか、パルクールとか私は聞いたこともないのですが、何か新

しいスポーツをいろいろな場所で開催しますという、これは具体的に場所の

想定はどの辺りを考えていらっしゃるのかというのが２点目です。 

  ３点目は、前にこの場所でお伺いしたのですが、アルバイトのあっせんと

いう意味で、57ページ目の就職の支援というのはいわゆる就職で正規雇用の

面接かなというふうに読んだのですけれども、ブラックバイトに導かれない

ように、区内のよいアルバイト先を紹介したりですとか、そういった活動が

もし含まれればすごくよいなというふうに思いまして、これは質問としてま

ず入りますかということと、もし入っていないのであればそのようなことも

お考えいただけるといいかなというので、三つ目は質問兼要望的なもので発

言させていただきました。 

  以上です。 

遠藤会長：ありがとうございます。 

  それでは。 

子育て支援課長：ご質問、ありがとうございます。 

  まず、58ページのダイバーシティ推進事業の中のパートナーシップ宣誓制

度、こちらにつきましては令和２年の４月から始まっている制度で、パート

ナーシップ宣誓書というのを区のほうで交付させていただいております。実

績としましてはこれまで 25件ぐらいあるというのを聞いておりますけれど

も、すみません、私は知識がなくて、その宣誓書を渡してそれがどうなるか

というのは、誰か分かる区の職員はいますかね。公的なサービスとかが何か

あるんでしたっけ。誰か分かる職員がいるか。 

子ども施策推進担当課長：ネットで調べたところ、ほかの自治体でも同じです

が、都営住宅の入居のときに家族として入れたり、あと医療機関で対応した

ときに、怪我とかをしたときに家族として同意ができたりとか、あと民間サ

ービスだと携帯電話の家族割が対応になるような会社もあったり、生命保険

の受取りの指定など民間企業のほうでのそれぞれの設定の中での対応が想定

されているところでございます。 

河合委員：ありがとうございます。 

子育て支援課長：続いて、スポーツの部分ですが、注釈のところですね。アー

バンスポーツの例として挙げさせていただいておりますが、区として今用意

している施設はございません。一時期、湯島の総合センターだったかスポー
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ツセンターだったか、どちらかではちょっとしたボルダリング、本当に２メ

ートル、３メートルもないですかね、２メートルぐらいのこういったものを

用意したときはありましたが、今は撤去されております。ご質問と少しずれ

るかもしれませんが、屋内での遊び場がなかなか少ないということで、今

後、区のほうで新たな施設、建物を造ったときには屋内遊び場も造って、こ

ういった新しいスポーツですとかができる環境は整えていく計画はございま

す。 

  そのほか、ここにあります文京スポーツパークは先日のスポーツの日に実

施されたイベントですけれども、そういったイベントで新しいスポーツを紹

介したりだとか、今こちらはアカデミー推進部のスポーツ振興課というとこ

ろで、若者だけではありませんが区民の皆様が参加できるスポーツ大会、ス

ポーツの教室、こういったものを幅広く展開しているところです。  

  スポーツ振興課のほうにも事前に確認をしたのですが、どちらかというと

区のスポーツ事業はどうしても子どもとか、あとはご高齢の方が多いのです

が、今回、若者計画にこうやって掲載したことによって若者にもフォーカス

したような事業展開を考えていきたいというようなご意見はいただいている

ところでございます。 

  最後に、57ページの若年者向け就職面接会です。こちら、今、河合委員か

ら話があったブラックバイト、アルバイトとかではなく、正規社員としての

マッチングではありますが、今いただいた意見については所管のほうにもし

っかり伝えてまいりたいというふうに考えております。ありがとうございま

す。 

遠藤会長：ありがとうございました。 

  ほかにいかがでございましょうか。 

  よろしくお願いいたします。 

堀口委員：文京区女性団体連絡会の堀口です。 

  公園課の管理の仕事をさせていただいているのですけれども、児童公園と

か普通の区立の公園の中である程度の年齢が来ると、中学生・高校生の子た

ちがなかなかそこでは体を動かすことができない、またそういう場所がなか

なか文京区内にないので、私の住んでいるところなんかは豊島区のところに

子どもたちが行っているような具合もあります。 

  今お話が出ていた若者の世代の人たちが体を動かすスポーツ的なこともそ

うなのですけれども、恐らくアンケートの中の声にも入っていると思います

が音楽をやる場所がなかなか区の施設の中にはありませんし、またそれを取

っていくような機会も若者の人たちの中には少ないと思うんですね。団体と

か少しグループになってやることはできるかもしれませんが、個人ではほと

んどできないんだと思います。ですので、恐らくこれからまた検討される内

容の中に含まれるかもしれませんけれども、ご検討いただければと思いま

す。 

  以上です。 
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遠藤会長：ありがとうございます。 

  何かございますでしょうか。 

子育て支援課長：ご意見、ありがとうございます。 

  文京区の中にはアカデミーという施設がございまして、そこの何か所かで

は個人でも使えるスタジオのようなものもございます。湯島には中高生の施

設のb-labがございますが、昼間の時間は、中高生が来ない時間は、スタジオ

が二つありますけれども、お金も当然かかりますが若者の皆様が使えるよう

な仕様になっていますので、今いただいたお声は所管のほうにも伝えます

が、一応、区のほうではそういった音楽ができる環境も整備はしているとこ

ろでございます。 

遠藤会長：ありがとうございます。 

  ほかにいかがでございましょうか。 

  よろしくお願いいたします。 

瀧田委員：中Ｐ連から参加の瀧田です。よろしくお願いします。 

  中Ｐ連とか中学生とは全く関係ないのですけれども、75ページ、３－１－

７のスタートアップ支援事業というのがあるのですけど、あくまでこれは興

味なのですけれども、大学の創業支援とかに５年以内という記載がございま

すけれども、これは恐らく今、東京大学とかはＡＩ系のスタートアップが多

くなってきていると思うのですけれども、具体的にどういう区内の大学へヒ

アリングをかけているのかとか、あとは文京区としてどういった特色を持っ

たスタートアップを誘致していきたいとか、そういうご意向があればお聞か

せいただけたらと思います。お願いします。 

子育て支援課長：ご質問、ありがとうございます。 

  私も全く知識を持ち合わせていないものでして、所管のほうに確認をし

て、メールか次回の場でご共有させていただければと思います。申し訳ござ

いません。 

遠藤会長：じゃあ、また別の形でよろしくお願いいたします。  

  何かありましたら。 

子ども施策推進担当課長：東大の中にスタートアップをやっているインキュベ

ーションの施設があり、大学生とかがそこから起業するのですけど、入居に

は年限があって一定の年限になるとそこから出ていくんですけど、その出て

いくときに区外に出てしまうようなパターンもあるので、そういった方を区

内にとどまっていただきながら事業をしていただきたいとか、創業５年以内

で頑張っている方々を支援する、そんな方向性から始まっている事業なの

で、区内の、特に東大が一番大きいんですけれども、東大の中にあるスター

トアップ支援のところから巣立つような起業の方をもう少し区のほうで頑張

っていただいて、そんなような発想から出てきているところです。東大の中

ではいろんなスタートアップがあるので、確かに今ＡＩとかがかなり強いの

ですけど、それに限らずいろんな分野のものがあったと理解しております。

細かくは経済課の事業なので確認が必要ですが、概要は以上です。 
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瀧田委員：ありがとうございます。 

  恐らく、その引き止めとか足止め以上に何かしら特徴のあるものを文京区

で発信ができれば、外からも入ってくるとか、何かそんなまちになってほし

いなと思う。すみません、スタートアップという言葉にひかれたもので、質

問でした。ありがとうございます。 

遠藤会長：ありがとうございました。 

  ほかにいかがでございましょうか。 

  オンラインでご参加の委員の方で何かご質問、ご意見がございましたらご

提示いただければと思いますが、いかがでございましょうか。 

  じゃあ高櫻先生、よろしくお願いいたします。 

高櫻委員：青山学院大学の高櫻です。オンラインから失礼いたします。 

  計画の改定と計画事業についてのご説明を踏まえつつ、前回までの議論も

振り返りながらお伝えできたらと思っております。 

  今回ご説明いただいた計画の体系と計画事業を見ていますと、第４章の主

要項目が三つ並べられている中で、全ての事業が、誰もが自分らしく、地域

の中でも安心して過ごせて、社会の中でも自己実現できていくことを支える

ための計画をされているという感想を持ちました。  

  その中で、前回のところにかかってしまうのですが、右下のページで言う

と48ページの主要項目１の「充実したライフデザインの支援」というところ

の方向性１の２行目の終わりから３行目にかけて「共働き世帯への支援」と

いう言い方がされています。確かに共働きでワーク・ライフ・バランスを取

るは難しいことは分かるのですが、今回の計画の内容とこれまでのご説明を

聞いていると、共働きであることだけを対象としていない計画と受け止めて

います。いろいろな事情があると思っていて、そこにも文京区の計画が支え

るような形になっているので、あえてここで「共働き」という言葉を書かな

くてもいいのではないかなと思います。 

  もう一つは、右下のページ数59ページの１－１－ 10のこども誰でも通園制

度の計画事業量で「その他」という表記があるのですが、具体的にその他と

いうものは何を想定されているのかということです。上のほうで私立認可保

育所等という言い方をして、この「等」にどこが含まれていて、その他は別

の何を指しておられるのかを教えていただきたいです。よろしくお願いしま

す。 

遠藤会長：よろしくお願いいたします。 

子育て支援課長：ご質問、ご意見、ありがとうございます。 

  まず、一つ目を私のほうから答えさせていただきます。 48ページ、今、共

働き世帯ということで高櫻委員のほうからもご発言がありましたけれども、

例えばその上の結婚のところに括弧で「事実婚等を含む」という表現を今回

改めて入れさせていただきました。これは、この計画が全ての若者の皆様に

とって自分にとっての計画だなと思ってもらえるように括弧書き、これは議

会から指摘をいただいたんですが、追加をさせてもらったものです。なの
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で、今、委員からお話があったところも、共働き世帯と書かれると単身のシ

ングルの方だとかが自分の計画じゃないなと思われるとよろしくない表現だ

と思いますので、今の委員の意見を参考に修正をこの後検討させていただき

たいと思います。ありがとうございます。 

遠藤会長：よろしくお願いいたします。 

子ども施設担当課長：子ども施策担当課長の足立と申します。誰でも通園制度

についてのご質問についてお答えさせていただきます。  

  私立認可保育所等の「等」、それから「その他」というところでの記載につ

いてのご質問ということで承りました。私立認可保育所等の「等」につきま

しては、今年度、前身として実施しております未就園児の定期的な預かり事

業等では、私立認可保育所のほかに私立幼稚園、それからグループ保育室こ

うらくという、文京区立の認可外施設になりますけれどもそういったところ

で実施しているところでございまして、こちらのほうの「等」につきまして

は私立幼稚園、それから「その他」についてはグループ保育室こうらく等で

の実施等を想定しているところでございますが、この「その他」につきまし

ては様々な施設の実施等が想定されることから、あえて限定せずに「その

他」という表記にさせていただいたところでございます。  

高櫻委員：ありがとうございます。 

遠藤会長：こちらに関して、あれですか。 

子育て支援課長：今、秋山委員からチャットをいただいておりますので、代読

をさせていただきます。 

  若者の第三の居場所や心身のリフレッシュとしてスポーツはよいと思いま

す。ただ、Ｐ66に記載されている計画は、スポーツ好きな方、スポーツを既

にされている方向けのように思いました。スポーツが苦手な方、居場所がな

い方、メンタル面のケアが要る方でもすることができる取組をご検討いただ

けたらと思いコメントさせていただきました。よろしくお願いいたしますと

いうことです。 

遠藤会長：これに関しては、何か区側からご回答のようなものはいかがでしょ

うか。 

子育て支援課長：66ページをご覧ください。ここにスポーツ振興課の取組が全

部で四つございます。今、秋山委員からいただいた意見は、これも全ての若

者の皆さんが自分事として捉えてもらえるような計画事業となるような表現

にできるかどうか、所管のほうに伝えたいと思います。ありがとうございま

す。 

遠藤会長：ありがとうございます。 

  秋山委員、よろしいでしょうか。 

  いろいろとご意見をいただきまして、スポーツといってもいろんな種類の

ものがあって、例えばｅスポーツとかも今盛んになっていて、もしかしたら

そうしたものにも少し目を向けていくというようなことも必要になってくる

かななんていうことを思った次第でございます。  
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  さらには、やはり文言の使い方で、私ごととして受け止めていただくとい

うのはすごく重要なことかと思いますので、その辺りは今後またいろいろと

ご検討いただければというふうに思ったところでございます。  

  まだまだご意見はおありかもしれませんが、時間もございますのでこの議

題についてはこの辺りで・・・させていただきたいと思います。 

  それでは、二つ目の議題の（仮称）こどもの権利に関する条例の制定につ

いてに移ってまいりたいと思います。資料は第２号の１から４となります。 

  今回の会議では、こどもの権利推進リーダーと区議会議員との意見交換会

に関する実施結果や、文京区子育てフェスティバルにおけるアンケート結果

などの報告を受けたいと思います。（仮称）こどもの権利に関する条例の制

定について、富沢子ども施策推進担当課長よりご説明いただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

子ども施策推進担当課長：子ども施策推進担当課長の富沢です。よろしくお願

いいたします。 

  （仮称）こどもの権利に関する条例につきましては、前回の子ども・子育

て会議でご審議いただいた素案の修正版を９月議会に報告いたしまして、こ

れからパブリックコメントを実施していく段階でございます。  

  資料番号はついていないのですが、今日、席上でこちらの区報特集号をお

配りしています。実はこれは昨日納品されたばかりのものでございます。で

すので、オンラインの先生方のほうにはこれはお手元にないので大変恐縮で

ございます。これを基に少しだけパブリックコメントの話をいたします。オ

ンラインの先生方は、資料第２－３号の１と２に触れている部分でございま

すのでこちらのほうをご覧いただきまして、この区報のほうはご郵送等も差

し上げますので後ほどご覧いただければ、また、 10月20日を過ぎますと区の

ホームページのほうにもこちら載りますので、そちらでご確認いただければ

と思います。 

  それでは、こちら区報特集号のほうなのですが、１ページ目、下のほうに

これまでどうやってきたかということでこれまでのウェブアンケートの結果

が見られるように、ＱＲコード、２次元コードが入っています。また、こど

もの権利推進リーダーの取組につきましても、こちら２次元コードから区の

ホームページで見られるようになっています。 

  お開きいただきまして、２ページ、３ページ目は見開きになっていまし

て、上段が条例の基本理念を紹介しております。これは、こどもの権利条約

でも掲げているこどもの権利の四つの原則になっているところでございま

す。 

  また、ページの中段より下のところで 16項目のこどもの権利についてそれ

ぞれ紹介しているところでございます。  

  最後、４ページのところは、後半の下段のところで意見の提出方法と、あ

とパネル展示型説明会について紹介しています。意見提出の期間は 10月20日

から11月20日の１か月間です。 
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  こちらの区報特集号は 20日という日付となっていますが、 20日が新聞の休

刊日に当たってしまい、折り込み自体は19日、１日早く折り込まれるんです

が、パブリックコメント自体は 20日から行います。また、同じく 19日の日曜

日は本郷台中学校で実施する本郷百貨店祭りという地元のイベントのほうに

出展しますので、そこでもこちらをお配りします。 

  パブリックコメントにつきましては、区のホームページでは子ども向けの

ページもご用意いたしておりまして、区立小・中学校と連携して児童・生徒

に貸与しているタブレットのL-gateからもそちらのページに入れるような形

にしておりまして、参加を促していきたいところです。  

  ページの一番最後、４ページのパネル展示型説明会につきましてはこども

の権利についての啓発の機会にもなるようにしたいと考えておりまして、ス

クール形式の説明会ではなくてパネル展示型の説明会として 11月６日と９日

に開催いたします。シビックセンター１階のアートサロンに12枚程度のパネ

ルを用意し、来場者の方に自由に見ていただいて、職員がご質問に個別にお

答えする形で行います。また、パネルをよく見ていただきたいのでパネルに

沿って解説する動画も放映いたします。それから、パネルを楽しみながら読

み進めていただければとクイズみたいなものをつくろうと思っています。ご

来場いただいたお子様向けには輪投げなども用意します。  

  このような取組を通じまして、今後はパブリックコメントでいただいた意

見を踏まえて条例案に必要な修正を行って最終案をまとめていきたいと考え

ているところでございます。 

  冒頭、パブリックコメントについてのご説明を差し上げました。 

  それでは、資料に基づきましてご説明のほうを続けさせていただきます。 

  次に、資料２－１号、こどもの権利推進リーダーと区議会議員との意見交

換会の実施結果についてをご覧ください。  

  ８月20日にこどもの権利推進リーダーと文京区議会議員との意見交換会を

実施いたしました。リーダーのほうは中学生３名と高校生16名の合計19名が

参加いたしております。また、区議会議員は、議長・副議長に加えて文教委

員会と子ども・子育て支援調査特別委員会の委員 18人全員にご参加いただき

ました。 

  当日は、まず区議会議場にて区議会事務局の職員から区議会の仕組みにつ

いて説明がありました。その後、この第１委員会室、こちらに移動しまして

意見交換会を行ったところでございます。  

  まず、リーダー10人から自分たちが作った条例前文の説明と、それからリ

ーダー会議に参加した感想を発表してもらいました。その後、区議会議員か

ら感想、意見をいただいたものでございます。子どもたちからはリーダー会

議を通じてそれぞれに成長できたことについての話もありまして、私も当

日、司会をしていて、感動してしまい、うれし泣きをしながら進めたところ

でございました。区議の皆さんからは、前文の内容についての意見のほか、

親という立場からはこう考えるんだよというご発言だったり、今後のリーダ
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ーの活動に対してリーダーのみんなへのエールの言葉をいただいたところで

ございます。資料には当日の発言の概要をお載せしております。  

  意見交換会の経験を基に、その後、９月に実施したリーダー会議では、そ

こで得たもの、気付いたものを基に、さらに前文案の修正の検討を進めてい

るところでございます。リーダー会議で修正したものは、最終案として今後

お示しする予定でございます。 

  次に、資料２－２号、文京子育てフェスティバル 2025におけるアンケート

等の結果についてをご覧ください。 

  こちら、９月７日の当日は我々も啓発ブースを出展しております。来場し

た方には、こどもの権利を知っているかについてシールアンケートを行いま

した。当日 502名の方から回答をいただきまして、「知っている」の割合が

79.9％ということでございました。実は１年前に同じ時期に同じ質問をして

おりまして、そこと比べますと、そのときが46.8％だったので30ポイント以

上アップしたという結果が出ています。昨年９月の前回の子育てフェスティ

バルをやった後からウェブアンケートを２回行ったり、啓発活動とか個別の

ヒアリング等を続けてきたところで、そういったことの中でこどもの権利に

ついての認知が進んでいるものと考えているところです。  

  また、会場ではリーダーたちが作成した条例前文案を抜粋したもの３か所

を来場者に見ていただき、前文へのご意見、ご感想をいただきました。資料

にはそのいただいたご意見90件をつけているところでございます。 

  続きまして、資料２－３号、今後の意見聴衆と啓発についてをご覧くださ

い。これから取り組んでいくところにつきまして、ご紹介、ご説明いたした

いと思います。 

  まず、１と２はパブリックコメントとパネル展示型説明会でございます。  

  ３は中高生向けの取組ということで、昨年も行いましたが b-labとの連携と

か、あとまた今年５月に後楽に新設された AQUABASEでも条例の前文案につい

て意見を募るような取組を検討しています。  

  ４は児童館で、昨年も行ったのですが、こどもの権利のすごろくをした後

にグループで話合い、意見を聞き取るような取組を予定しております。今の

ところは大塚児童館と湯島児童館での開催に向けて調整しているところで

す。 

  ５は就学前児童についてで、こちらは区立の水道保育園で保育職員の協力

を得ながらヒアリングをしていきたいと考えているところでございます。  

  ６は障害のあるお子様についてで、今年は駒本小学校と第九中学校の特別

支援学級と、本駒込にある放課後等デイサービスのカリタス翼で実施を予定

しております。それぞれ施設の職員の方と協力しながらヒアリングを行いた

いと考えてございます。 

  ７は文の京こども月間での啓発活動の主なものをご紹介しておりまして、

今週末、日曜には、先ほども申し上げましたが本郷百貨店祭りがございま
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す。それから、11月には児童虐待防止推進月間、里親強化月間企画展などで

啓発を行うところでございます。 

  ８のこどもの権利推進リーダーにつきましては、現在活動しているメンバ

ーは、第１期生ですが、こちら10月24日と 30日に行います第７回のリーダー

会議が最終回ということになっています。 12月からは第２期生を募集いたし

まして、来年に向けての活動をしていきたいと考えてございます。来年はこ

どもの権利とか、それから今回つくります条例についての啓発手法を子ども

たちと一緒に検討していければと考えているところでございます。  

  また、区報ぶんきょうの１月１日号は、毎年、区長と著名人との新春対話

を掲載しているんですが、今回、こどもの権利推進リーダーとの対話を取り

上げようという話がありまして、リーダーの代表４人ぐらいが参加予定で、

ぜひ皆さんも区報１月１日号をご覧いただければと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

  条例制定に向けた準備もいよいよ大詰めを迎えております。パブリックコ

メント等の意見も踏まえまして、よりよい内容になるよう最後まで検討を進

めてまいりたいと思ってございます。 

  説明は以上でございます。 

遠藤会長：ありがとうございました。 

  ただいま「（仮称）こどもの権利に関する条例の制定」についてご説明い

ただきました。ただいまの内容につきまして、本日ご出席いただいておりま

す杉本様、杉山様、安藤様、礒崎様の順番でご意見を頂戴したいと思いま

す。その後、会場にいらっしゃる委員の皆様、そしてその後、オンラインで

ご出席の委員の皆様にご意見をお伺いしたいと思います。 

  それでは、初めに杉本様、よろしくお願いいたします。  

杉本委員：文京区小学校校長会の本郷小学校校長の杉本と申します。  

  今回、こどもの権利に関する条例について区で今話し合われているのです

よということをある大人の方に話したところ、子どもが権利ばかり主張する

きっかけにはならないのですかみたいなことを言われて、本当にその言葉だ

けを取るとそんなような感じにも受け取られてしまうんだなと思いながら、

もうちょっと中身をまた知ってほしいなという気持ちになりました。 

  今日はこの意見交換会の文書を見たときに子どもの言葉がいっぱいあるな

と思って始め読み進めていたのですけど、もうついついうれしくなってしま

ってどんどん読み進めたというところがありました。子どもたちが新しい考

えに触れて、自分の世界観というかな、そういうのを広めていっているなと

いう思いがしたり、話合いの中から安心感が得られましたとか、自分を振り

返るきっかけになった、周囲への感謝を感じましたとか、そういう本当にう

れしい言葉がいっぱいありまして、この一つの条例案をつくるということが

いかに子どもたちにとって意義深いものであったかなということを感じまし

た。 

  このリーダーの子どもたちの話というのは一般の方々も目にすることがで
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きるんでしょうかということが一つ。あともう一つは、大人のほうのアンケ

ートで子どもからの声のご意見、ご感想というのも２－２のところにありま

すけど、その中にも 13番の内容とかを見ると、子どもが自分を振り返るだけ

ではなく大人の人もこのことをきっかけに自分を振り返る、本当に子どもに

とっても大人にとっても意義深いものだなということを感じました。 

  感想みたいになってしまいましたけど、申し訳ありません、以上です。 

遠藤会長：ありがとうございました。 

  それでは、杉山様、よろしくお願いいたします。 

杉山委員：中学校校長会、文林中学校、杉山と申します。よろしくお願いいた

します。 

  本日、本校にもこの区報が届きまして、非常に中学生にも分かりやすく小

学生にも十分かなと思う、高学年であれば十分見やすい、そういった内容の

もので、いろいろな意見が、タブレットも通じてみたいですけれども、こう

いったもので幅広く意見が求められているのはとてもいいことだなというふ

うに思いました。 

  やはり私も感想になるんですけれども、今後のこどもの権利に関する意見

聴取及び啓発についてのところで八つの項目が出ていますが、非常に幅広く

意見が集約されるんではないかなという期待感を持ちました。そして、子育

てフェスティバル 2025におけるアンケート等の結果を読ませていただきまし

たけれども、すごく建設的な意見だとか前向きな意見が多数ありまして、子

どもたちも大変興味を持って、自分の声がどこかに届くんではないかと、こ

ういったものに十分反映されるんじゃないかという期待感が十分伝わってき

ている、そんな感じを持ちました。 

  以上です。 

遠藤会長：ありがとうございました。 

  それでは、安藤様、よろしくお願いいたします。  

安藤委員：弁護士の安藤です。よろしくお願いいたします。 

  文京区議会議員の皆様との意見交換会を実施したということで、これは非

常に有益なことだなというふうに思いました。これまで条例の作成過程でこ

ども推進リーダーのメンバーが中心となって、もちろん事務局も中心となっ

て策定をしてきたというところで、いわゆる一番関心があるメンバーだけで

つくってきたところで、こういうふうに文京区の議員さんとの対話を通じて

またさらに恐らくリーダーのみんなも新たに思うところがあったのかなと思

います。 

  先ほど冒頭、こういう条例がつくられて権利ばかり主張する子どもが増え

ないかというところが、私も聞いていてうーんと思ったのですけれども、そ

れはともすれば我々大人の無理解があるというところがあるので、この文京

区の議員さんとの意見交換会だけでなく様々な大人と呼ばれる人たちとこど

も条例を中心として対話をしつつ、それが啓発活動につながっていけばいい

のかなというふうにも思いました。 
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  以上になります。 

遠藤会長：ありがとうございました。 

  それでは、礒崎様、よろしくお願いいたします。 

礒崎委員：弁護士の礒崎です。よろしくお願いいたします。 

  ３人の方からいろいろとご意見が出て、最後なのであまり言うことはない

のですけれども。例えばアンケートの結果といろいろな議員の先生の方の感

想等などを拝見いたしますと、今回つくられた条例案について積極的に前向

きに考えていただいたり、あるいは受け止めてくださったり、すばらしいな

んていう言葉もいただいているのでほっとしているというか安心していると

ころです。引き続きパブリックコメントもいい結果が出るといいなというふ

うに思っているところです。 

  以上です。 

遠藤会長：ありがとうございました。 

  それでは、会場にいらっしゃる委員の皆様で何かご質問、ご意見はござい

ますか。 

  じゃあ、よろしくお願いします。 

子ども施策推進担当課長：先ほどのご質問でこの意見交換会とかその他の取組

を見られるかについてですが、実は全部、区のホームページで公開していま

して、今日お配りしている意見交換会の子どもたちの意見とか議員さんから

の声も公開していて見ていただけるような状態になっています。  

  それから、区議の皆さんのほうからは、例えばもっと小さな子どももいま

すよねとか障害のある方もいますよねと、ご指摘もあって、そういったこと

を新たな気づきとして、リーダーたちのほうはその次の回でもっと幅広く

「全ての子どもたちが」とかそういった表現も入れるべきだ、そんな議論を

されていて、意見交換会で交わされたものの中から気づき得てさらに前文に

反映したい、そんな動きにつながっているところでございます。 

遠藤会長：ありがとうございます。 

  それでは、会場の委員の皆様で何かご質問、ご意見はございませんでしょ

うか。 

  よろしくお願いいたします。 

瀧田委員：中Ｐ連、瀧田です。よろしくお願いします。 

  配付された文書ですごく安心したのが、令和７年度、策定はされますけれ

ども、令和８年度はこどもの権利や条例についての啓発手法を子どもと一緒

に、多分引き続きということなのでしょうけれども、やはりこれは１年、２

年、３年かけても皆さんご存じじゃない方もまだいらっしゃる状態が多分続

いていくと思うので、これは５年なのか 10年なのか分からないですけれど

も、全員が周知できているような状態をつくっていただくようにお願いした

いと思います。 

  あと、パブリックコメントの件、パブコメなのですけれども、以前スポー

ツの地域移行とかの件でなかなかパブコメが集まらなかったという話を聞い
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た こ と が あ り ま し た の で 、 も し よ ろ し け れ ば 、 例 え ば 小 Ｐ 連 さ ん と

か、・・・さんもあれなのかな、 C4thがあるので、区報で周知いただくのは

いいと思うんですけれども、それでも見ない方とかがもしかしたらいらっし

ゃるかもしれないので、手段として C4thを使っていただいて流していただく

とかをご検討いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

  C4thはあれですかね、小学校とか中学校とかの保護者宛てに連絡手段とし

て活用いただいているんですけれども、加入率は多分ほぼ100％に近いと思う

んですけれども、メールやら何やらよりも周知する手段としてはご活用いた

だいているアプリになります。 

遠藤会長：ありがとうございます。 

  何かございますか。 

子ども施策推進担当課長：パブリックコメントの進め方のところで、まずはタ

ブレットを活用してやっていきたいとと思っております。また、ほかの手段

につきましては教育部門との相談にはなると思いますが、それぞれの役割分

担があるかと思うので、今アイデアをいただきましたので相談してみたいと

ころです。 

遠藤会長：ありがとうございます。 

  ほかに。 

  じゃあ、河合委員、よろしくお願いいたします。 

河合委員：公募区民の河合でございます。 

  先ほど来、権利の話で子どもさんのご主張という話で、私の体験を１件と

要望１件をお話ししたいと思います。 

  私、学童保育というか民間の施設で先生のまねごと的なことをやっている

んですが、とあるお子様が鉛筆の持ち方をこんな感じで持っていたので、鉛

筆こうやって持った方がいいと思うよという話をしまして、そうしたら本人

もすごく直したいなとやってはみるんだけど直せなくて、といったことを繰

り返していたときに、直さなきゃ駄目かと聞かれたので、将来恥ずかしいか

もしれないねと言ったら、しばらく考えて「先生、多様性って知ってる？」

と言われてしまって、そうか、そこに多様性が入るのか、というのは勉強に

なりました。お子さんにも本当に知恵がついているなというか、自分がやり

こめられそうになった体験でございます。 

これは置いておいて、今こちらのＱＲコードのところから私自身も興味を

持って拝見したのですが、条例の前文案というのが作られたのかと思って見

に行ったところ、条例の前文案という言葉がどこにも見当たらず、どれだろ

うと思ってしまいました。その理由は、いきなり「子どもからの声」という

タイトルのリンクだけがたくさん入っていまして、「子どもからの声」という

のが条例の前文案だ、ということがどこにも書いていないからなので、条例

の前文案に興味があって訪れた方が「子どもからの声」が条例の前文案だと

わかる説明がどこかにあるとより分かりやすいと思いましたので、コメント

させていただきます。 
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  以上です。 

遠藤会長：ありがとうございました。 

  ほかにいかがでございましょうか。 

  オンラインでご参加の委員の方で何かご質問、ご意見がありましたらご提

示いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

  じゃあ髙橋先生、よろしくお願いいたします。 

髙橋委員：分かりました。お願いします。 

  時間もあれなので端的にお伺いしたいのですが、議員さんとの意見交換会

の件です。何人の方もおっしゃっていたように私もこれはすごくいい取組だ

なと思って聞いていたのですが、二つほど教えていただきたくて、本当にこ

れは質問というか教えていただきたいのですが、そもそもこの対話、意見交

換会の言い出しっぺは子どもたちという理解でオーケーですか。 

子ども施策推進担当課長：一番最初は、リーダー会議の終わった後に参加者の

子がつかつかと近寄ってきていただいて、区議の考えを知りたい、意見交換

をしたいというところから始まったのです。ただ、何もなくて話し合うのは

難しいなというのがあったので、このリーダー会議の積み上げてきたものが

一つ、前文の中の「子どもからの声」という形が出来上がりましたので、そ

れについてをテーマに話し合うほうがいいのかなというところで今回こうな

ったところでございます。 

髙橋委員：本当によりすばらしいと思います。大人がお膳立てしたところに乗

ったんじゃなくて子どもたちからというのはすばらしいと思うので、だから

こういう空気感をどんどん広げていけるといいんじゃないかなと。要する

に、この場合は子どもたちと議員さんという関係ですけど、これが例えば学

校の生徒たちと先生とか、児童館の子どもたちと職員の方とか、子どもがそ

うやって話をしたいということがごく自然にできるような空気感につながっ

ていくといいなというふうな感想を持ちました。 

  もう一点は、第２部の（３）のところに出席者自己紹介とあって、リーダ

ー、ニックネームとか・・・で自己紹介とあるのは、もちろん広報的なとこ

ろに名前を出したりというのがＮＧというのは分かるのですけど、これは現

場でも誰々ですという名のりはしなかったということでしょうか。 

子ども施策推進担当課長：もともとリーダー会議の毎回の会議自体も特に本名

ではなくてニックネームのほうがやりやすいかなというのがあって、首から

ニックネームを書いたネームプレートをぶら下げてみんなでやっていたとい

うところでございます。なので、今回、区議会議員との意見交換会に関して

も、その延長戦なのでそういった形で進めていたところでございます。 

髙橋委員：分かりました。その視点は分かりますが、他方で、せっかくこうい

う形で議員さんとやり取りをするので、しっかり自分の名前を言って自立し

た一人の人間としてやり取りをするというのを体験するのもまた違った見方

ではいいんじゃないかなという気もしたので、・・・子どもたち自身が嫌だ

と言ったらそれはもう全然構わないんですけど、個人情報的に問題がないん
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であればそのほうが大人感があるというか、自立した自分という自覚が持て

るんじゃないかなというふうに感じましたんで、もしご検討の余地があれば

よろしくお願いします。 

  私からは以上です。 

遠藤会長：ありがとうございます。 

  もう一点、秋山委員からチャットでご質問をいただいているようでござい

ます。これについては鈴木子育て支援課長よりご代読いただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

子育て支援課長：秋山委員からです。 

  子育てフェスティバル、これは９月６日の日曜日、先月行われたイベント

ですけれども、休日にもかかわらずご対応ありがとうございました。また、

仮装された富沢課長ともご挨拶をさせていただき、ありがとうございまし

た。景品をいただくところでアンケートを取られたのはよい取組だと思いま

した。 

  私からは２点。 

  一つ目、来年の子育てフェスティバルは権利条例１年目ですので、セミナ

ーイベントで推進リーダーから思いを発する場、また大学の先生など専門的

な方からこどもの権利条約、権利条例を踏まえ子どもとの接し方、子育ての

仕方などの講演などを企画されると啓蒙にもつながると思いました。 

  二つ目、新聞の折り込みについても触れられていたかと思います。文京区

の新聞購読率は29.5％のため、他の方法もご検討いただければと思います。 

  以上です。 

遠藤会長：じゃあ、よろしくお願いします。 

子ども施策推進担当課長：来年の啓発に関しましては、今のところ啓発資材と

いうことでパンフレットを作ったりとか、動画を作ったりとか、そういった

ところを子どもたちと一緒にやっていきたいなと思っています。また、セミ

ナーとかワークショップとかを開催し、それも大人向けと子ども向けで分け

てやったりとか、そんなことが必要なのかなと考えているところです。子育

てフェスティバルは一つ大きなイベントですので、うまく活用しながら、進

め方をこれから検討し、子どもたちと一緒に考えながら進めていければと思

っているところでございます。 

  また、パブリックコメントの周知のところでございまして、新聞折り込み

では購読率が下がっているところもあろうかと思います。パブリックコメン

トの進め方自体は全庁的な中で一つスタンダードなやり方があるので、そこ

は私どもの部署だけじゃなくて全体で考えるところでございますが、今回

は、先ほど申し上げた学校での生徒・児童さんにたくさんお出しいただきた

いというところでタブレットを活用したりとか、あとリーダー会議で高校生

のほうに参加を促すために私どものほうで高校を回って参加をお願いしたよ

うな経緯がありまして、全ての高校じゃないんですけどパイプがあるところ

もあるので、そういったところにも個別にパブコメの協力をお願いしたりと
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か、様々なやり方で様々なところで知っていただけるような取組を進めてい

きたいと考えているところでございます。 

遠藤会長：ありがとうございます。 

  じゃあ、先ほど原田委員のほうからご質問いただいた若者計画の事業につ

いて追加で回答をさせていただきたいということで、鈴木子育て支援課長の

ほうにお任せしてよろしいでしょうか。 

子育て支援課長：先ほど原田委員からご質問いただいた町会の加入率なのです

けれども、区のホームページに３年に一度実施している区政に関する世論調

査というのがございまして、私、先ほど６割と申し上げましたが、令和３年

が62.8％で令和６年が54.7％に下がっています。若者別で掲載がないんじゃ

ないかということでしたがありまして、10代と 20代が約30％で、30代が25％

という結果でございました。すみません、補足させていただきます。 

遠藤会長：ありがとうございました。 

  こどもの権利に関しまして、ほかに何かご質問、ご意見等はございません

でしょうか。 

  確実にいい方向で最終的なものができるような期待を強く持っているとこ

ろでございます。恐らく今後パブリックコメント、さらには就学前のお子さ

んであったりとか障害のあるお子さんへのヒアリングというようなものを重

ねる中でさらにいいものを作っていただけるのではないかなというふうに思

います。特に言葉をまだ十分に発しない乳幼児の子どもさん、あるいは障害

のある方でやはり言葉が不自由だったりする、特に意見表明ということに関

しては一般的に英語では「The right to be heard」という、要するに聞いて

もらう、聞かれる権利という、そういう言い方をするんだと思います。た

だ、実際その音声的なもの、あるいは言葉を聞かれる権利というところに当

てはまらないような方、幼い子どもなんかはどちらかというとノンバーバル

な様々な体での表現、表情であったりとか、あるいは言葉にならないもの、

いろんなしぐさであったりとか、そういったものを見られる、見てもらうと

いうところの権利というところも非常に実際は重要になってくるのかなとい

う気もいたしますね。今後そうした就学前のより年齢の低いお子さんとか、

あるいは障害のあるお子さんをヒアリングされるときには、そんなことも少

し考えていただければななんていうふうに感じたところでございます。  

  それでは、この件はよろしいでしょうか。 

  本日の議題として予定しているものについては全て終了いたしました。  

  では、最後に今後の日程について、事務局のほうからご説明をお願いいた

します。 

子育て支援課長：本日も活発なご議論、誠にありがとうございました。私のほ

うから４点ご案内をいたします。 

  次回、最終回になりますが、第５回の会議の日程が１月22日木曜日、18時

半から、この場所で開催を予定しております。開催日の約１か月前に開催通

知を郵送にてお送りいたしますので、ご確認くださいますようよろしくお願
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いいたします。 

  なお、それまでの間に、若者計画につきましては先ほど申し上げた中間の

まとめのパブリックコメントと区民説明会を行う予定です。詳細は 11月25日

の区報、それから12月５日の区報特集号、または区ホームページ等をご参照

ください。 

  続いて、子ども・子育て会議の委員の皆様の任期が、年明け令和８年の３

月までとなっております。つきましては、今後、各団体様宛てに次期子ど

も・子育て会議への団体推薦書等を送付させていただきます。ご対応方、よ

ろしくお願いいたします。さらに、次期公募のほう、公募区民委員につきま

しては、令和７年12月５日金曜日から８年１月９日金曜日にて募集を行いま

すので、こちらも引き続きご協力いただける委員の方がいらっしゃいました

らお申込みのほどよろしくお願い申し上げます。  

  最後に、冒頭でもご案内いたしましたが、本日、会議の場でご意見をお伝

えできなかった委員につきましては、メール等でお届けいただきますようお

願いいたします。事務局である子育て支援課に、来週の10月24日金曜まで、

１週間後ですね、お送りいただきますようお願いいたします。  

  なお、いただきましたご意見につきましては会議録とともに公開すること

を予定しておりますので、ご意見そのもののほか、ご意見をいただいた方の

お名前と区の見解を表にまとめて記載することを予定しております。 

  事務局からは以上でございます。 

遠藤会長：ありがとうございました。 

  それでは、本日、時間が少し早いようでございますが、特にほかになけれ

ば本日の議事はこれで終了とさせていただきます。  

  ありがとうございました。 

以上 


